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議第22号

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。

平成27年２月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正

する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「前文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２章

　　　　「第１章　総則（第１条～第５条） 　　　　　　　　　　　　第１

　目次中　第２章　廃棄物の減量（第６条～第15条） 　　　　　  を   　第２

　　　　　第３章　廃棄物の適正な処理（第16条～第22条の２）」　　　第３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２
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　総則（第１条～第６条）

　廃棄物の減量

節　基本的施策（第７条～第９条）

節　個別の分野における廃棄物の発生抑制等（第10条～第19条）

節　事業用大規模建築物等における廃棄物の発生抑制等（第20条～第28条）

　廃棄物の適正な処理

節　廃棄物の処理に関する基準（第29条～第36条）

節　廃棄物の徹底した分別の推進（第37条～第41条）　　　　　　　　　　」

に，「第23条・第24条」を「第42条・第43条」に，「第25条～第29条」を「第

44条～第48条」に，「第30条～第33条」を「第49条～第52条」に，「第34条

～第36条」を「第53条～第55条」に，「第37条～第39条」を「第56条～第58

条」に改める。

　目次の次に次の前文を付する。

　ここ京都では，緑豊かな山々，清らかな流れ等の恵まれた自然の中，もの

を大切にするしまつの心，門掃き，打ち水などが受け継がれ，清潔で環境に

やさしく美しいまちが築かれてきた。また，本市は，気候変動に関する国際

連合枠組条約の京都議定書が採択された都市として，事業者，市民等との協

働により，環境保全のための取組を先駆的に推進してきた。

　しかしながら，環境問題と密接に関係する大量廃棄型の社会経済システム

は，環境の保全と物質の健全な循環に重大な影響を及ぼしている。

　このような状況において，本市が持続可能な都市として発展していくため

には，先人から受け継いだ伝統と進取の気風を生かして，廃棄物の発生の抑

制とものの再使用や再生利用を推進することなどにより，環境にやさしい事

業活動と暮らし方への更なる転換を図っていく必要がある。

　ここに，本市は，事業者，市民等との協働により，環境保全の取組を更に

進め，天然資源の有効利用及び環境負荷ができる限り低減される循環型社会
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の形成等が不可欠であると認識し，この条例を制定する。

　第１条中「抑制」の右に「，再使用」を，「再生利用」の右に「（以下「発

生抑制等」という。）」を，「より」の右に「，循環型社会（循環型社会形成

推進基本法第２条第１項に規定する循環型社会をいう。）の形成」を加える。

　第３条中「ともに」の右に「，環境教育（環境の保全についての理解を深

めるために行われる教育及び学習をいう。）等を実施することにより」を加

え，「及び市民」を「，市民及び滞在者」に改める。

　第４条を次のように改める。

（事業者の責務）

第４条　事業者は，単独で又は共同して，自らの責任において適正に事業系

廃棄物（事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する

ほか，自主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに，廃棄物の減量等に関

し本市の施策に協力しなければならない。

　第５条中「廃棄物の発生を抑制し，その再生利用を図り，廃棄物を分別し

て排出し，その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により」を「自

主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに」に改める。

　第18条の２を削り，第39条を第58条とする。

　第38条第１項中「市長は」の右に「，第40条第１項に定めるもののほか」

を加え，同条を第57条とする。

　第37条中「市長は」の右に「，第17条第１項（同条第２項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）及び第４項並びに第19条第１項に定める

もののほか」を加え，同条を第56条とする。

　第36条中「第34条第１項」を「第53条第１項」に改め，第７章中同条を第

55条とする。

　第35条を第54条とし，第34条を第53条とし，第６章中第30条から第33条ま

でを19条ずつ繰り下げる。

　第29条中「第26条」を「第45条」に，「第27条」を「第46条」に改め，第
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５章中同条を第48条とする。

　第28条を第47条とし，第25条から第27条までを19条ずつ繰り下げ，第４章

中第24条を第43条とし，第23条を第42条とし，第３章中第22条の２を第36条

とし，同条の次に次の１節を加える。

　　　　第２節　廃棄物の徹底した分別の推進

（廃棄物の分別の促進）

第37条　本市は，缶，ガラスびん，ペットボトル，紙又は紙製品，小型電子

機器等（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第２条第１

項に規定する小型電子機器等をいう。），電池，蛍光ランプその他の一般廃

棄物処理計画に定める物品が再生利用可能廃棄物となったものの分別を促

進するために必要な措置を講じるものとする。

（事業者が排出する廃棄物の分別）

第38条　事業者は，一般廃棄物と産業廃棄物とを分別したうえ，一般廃棄物

処理計画に定める分別の区分及び方法に従って一般廃棄物を排出し，及び

処理しなければならない。

（事業者以外の者が排出する廃棄物の分別）

第39条　占有者等（事業者を除く。）は，一般廃棄物処理計画に定める分別

の区分及び排出方法に従って一般廃棄物を排出しなければならない。

（調査等，改善勧告，命令及び公表）

第40条　市長は，前２条の規定に違反して廃棄物を排出した者を特定するた

めに必要があると認めるときは，市長が指定する職員に，当該廃棄物に関

し必要な調査をさせ，又は関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により調査又は質問をする職員は，その身分を示す証明書を

携帯し，関係者にこれを提示しなければならない。

３　第１項の規定による調査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。

４　市長は，前２条の規定に違反して一般廃棄物を排出した者に対し，必要
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な措置を講じるよう勧告することができる。

５　市長は，前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったと

きは，相当の期限を定めて，当該勧告に係る措置を採ることを命じること

ができる。

６　市長は，前項の規定により命令を受けた者（事業者に限る。）が正当な

理由がなくて当該命令に従わなかったときは，その旨を公表することがで

きる。

（特定資源ごみ等の収集又は運搬の禁止等）

第41条　本市及び市長が指定する者以外の者は，一般廃棄物処理計画におい

て定められた場所に置かれた次に掲げる一般廃棄物（以下「持去り禁止ご

み」という。）を無断で収集し，又は運搬することにより，本市が法及び

この条例に基づき持去り禁止ごみを適正に処理しなければならない義務を

適切に履行することを妨げてはならない。

　⑴　市長が指定する袋に入れられた別表第１備考１に規定する特定資源ご

み（プラスチック製の容器包装を除く。）

　⑵　本市が収集する粗大ごみ

２　市長は，前項の規定に違反して，持去り禁止ごみを無断で収集し，又は

運搬した者に対し，これらの行為の中止，当該無断で収集し，又は運搬し

た持去り禁止ごみの返還その他の必要な措置を採ることを命じることがで

きる。

　第22条を第35条とし，第19条から第21条までを13条ずつ繰り下げる。

　第18条第２項を削り，同条第３項を同条第２項とし，同条を第31条とする。

　第17条各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同条を第30条とする。

　第16条を第29条とし，第３章中同条の前に次の節名を付する。

　　　　第１節　廃棄物の処理に関する基準

　第２章中第15条を第28条とする。

　第14条第１項中「第９条」を「第20条」に，「第10条」を「第21条」に，
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「第11条」を「第22条」に，「第12条の２」を「第24条」に，「第13条第２

項」を「第25条第２項」に，「前条」を「前条第１項（同条第３項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）若しくは第２項」に改め，同条を

第27条とする。

　第13条の２第１項中「再生利用をすること等」を「発生抑制等」に改め，

同条第２項各号列記以外の部分中「届け出なければ」を「提出しなければ」

に改め，同項第２号ウ中「再生利用」を「発生抑制等」に改め，同条第３項

中「すべて」を「全て」に改め，同条を第26条とする。

　第13条を第25条とする。

　第12条の２第１項各号列記以外の部分中「届け出なければ」を「提出しな

ければ」に改め，同項第２号ウ中「再生利用」を「発生抑制等」に改め，同

条第２項中「届出」を「規定による書類の提出」に改め，同条を第24条とす

る。

　第12条中「発生を抑制すること，事業系廃棄物の再生利用をすること等」

を「発生抑制等」に改め，同条を第23条とする。

　第11条に次の１項を加える。

２　前項の所有者は，廃棄物管理責任者に変更があったときは，別に定める

ところにより，その旨を市長に届け出なければならない。

　第11条を第22条とする。

　第10条第１項各号列記以外の部分中「届け出なければ」を「提出しなけれ

ば」に改め，同項第１号ウ中「再生利用」を「発生抑制等」に改め，同条を

第21条とする。

　第９条中「再生利用をすること等」を「発生抑制等」に改め，同条を第20

条とし，第２章中同条の前に次の節名を付する。

　　　　第３節　事業用大規模建築物等における廃棄物の発生抑制等

　第８条第１項を次のように改める。

　市民は，自主的に，廃棄物の発生抑制等に取り組むほか，事業者，市民等
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が共同して行う再生利用可能廃棄物の集団回収等に協力するよう努めなけれ

ばならない。

　第８条第２項を削り，同条を第９条とし，同条の次に次の１節を加える。

　　　　第２節　個別の分野における廃棄物の発生抑制等

（物品の製造等に伴って生じる廃棄物の発生抑制等）

第10条　物品（第12条第１項に規定する食品を含む。以下同じ。）の製造又

は加工を行う事業者（以下「製造業者」という。）は，次に掲げる製品そ

の他の再使用し，又は長期間使用することができる製品であって資源及び

エネルギーの効率的な利用に資するもの（以下「再使用等可能製品」とい

う。）の普及のために本市が行う啓発活動に協力しなければならない。

　⑴　充電池（再充電することができる電池をいう。）

　⑵　ＬＥＤ照明器具（発光ダイオードを光源とする照明器具をいう。）

２　製造業者は，物品の製造又は加工に際して，次に掲げる取組を行うよう

努めなければならない。

　⑴　再使用等可能製品，軽量化を図った製品，容器包装（容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第２条第１項に規定する容

器包装をいう。以下同じ。）の簡素化を図った製品，再生利用を容易に

行うことができる製品その他の廃棄物の発生抑制等に配慮した製品（以

下「発生抑制等配慮製品」という。）の開発及び普及の促進を図ること。

　⑵　再生利用可能廃棄物を回収するために必要な体制の整備及びその回収

の方法の周知並びに再生品の原材料としての廃棄物の利用の促進を図る

こと。

３　市民は，再使用等可能製品の特性を生かし，これを再使用し，又は長期

間使用するよう努めなければならない。

（物品の小売に伴って生じる廃棄物の発生抑制等）

第11条　物品の小売を行う事業者（以下「物品小売業者」という。）は，物

品の小売に際して，その店舗において，次に掲げる取組を行わなければな
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らない。

　⑴　物品を購入し，又は購入しようとする者（以下「購入者」という。）

に対して少なくとも次のいずれかの取組を促すために必要な事項を周知

すること。

　　ア　発生抑制等配慮製品を優先的に選択し，及び容器包装の簡素化を

図った販売方法，量り売りその他の廃棄物の発生抑制等に配慮した販

売方法（以下「発生抑制等配慮販売方法」という。）を優先的に利用

すること。

　　イ　購入した物品又は容器包装が再生利用可能廃棄物となったときは，

当該再生利用可能廃棄物を適切に分別して排出すること。

　⑵　購入者に対し，レジ袋（購入者が購入した物品を運搬するために譲渡

されるプラスチック製の手提げ袋をいう。以下同じ。）の要否及び必要

最小限の枚数（レジ袋を必要とする場合に限る。）を確認すること。

２　物品小売業者は，物品の小売に際して，次に掲げる取組を行うよう努め

なければならない。

　⑴　発生抑制等配慮製品を優先的に販売し，及び発生抑制等配慮販売方法

を実施すること。

　⑵　レジ袋の譲渡を有償によることとすること，レジ袋を無償により譲渡

することに代えて特典を付与することその他のレジ袋を無償により譲渡

することを抑制するための措置を講じるとともに，購入者に対し，繰り

返し使用することができる手提げ袋（以下「マイバッグ」という。）を

持参することその他のレジ袋の使用の抑制を図るための工夫を促すため

に必要な事項を周知すること。

　⑶　再生利用可能廃棄物を回収するために必要な体制を整備するとともに，

購入者に対し，その回収の方法を周知すること。

３　市民は，物品の購入に際して，次に掲げる取組を行うよう努めなければ

ならない。
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　⑴　発生抑制等配慮製品を優先的に選択し，及び発生抑制等配慮販売方法

を優先的に利用すること。

　⑵　マイバッグを持参すること等により，できる限りレジ袋を譲り受けな

いこと。

　⑶　購入した物品又は容器包装が再生利用可能廃棄物となった場合におい

て，これらを購入した店舗において前項第３号の規定による体制の整備

が行われているときは，その方法に従い，返却すること。

（食品に関連する廃棄物の発生抑制等）

第12条　飲食店業を営む事業者（以下「飲食店業者」という。）は，その店

舗（以下この条において「飲食店」という。）において食事を提供するに

際して，食事として提供された食品（食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律第２条第１項に規定する食品をいう。以下同じ。）をできる限

り消費することを飲食店の利用者に対して促すために必要な事項を周知し

なければならない。

２　飲食店業者は，飲食店の利用者から，自らの責任において当該食事の一

部を持ち帰ることを希望する旨の申出があったときは，衛生管理上支障が

ない限りにおいて，これを認めるよう努めなければならない。

３　食品の小売を業として行い，又は食事の提供を伴う事業を行う者（以下

「食品取扱事業者」という。）は，食品廃棄物等（食品循環資源の再生利

用等の促進に関する法律第２条第２項に規定する食品廃棄物等をいう。以

下同じ。）その他の事業活動に伴って生じる廃棄物の発生の抑制を図るた

め，次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

　⑴　量り売りその他の適切な分量の食品を小売することができる販売方法

を実施すること，衛生管理上支障がない限りにおいて，食品がその賞味

期限（定められた方法により保存した場合において，期待される全て

の品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をい

う。）又は消費期限（定められた方法により保存した場合において，腐
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敗，変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがな

いと認められる期限を示す年月日をいう。）に達するまでその調理又は

小売を継続すること，残品が多く生じないよう食品の入荷量を定めるこ

とその他の食品廃棄物等の発生を抑制するための工夫をすること。

　⑵　飲料を小売する場合において，自ら飲料の容器を持参した者から，購

入しようとする飲料を当該容器に入れて受け取ることを希望する旨の申

出があったときは，衛生管理上支障がない限りにおいて，これを認める

ことができる販売方法を実施するとともに，消費者に対し，自ら飲料の

容器を持参することを促すために必要な事項を周知すること。

　⑶　食品を小売し，又は食事を提供するときは，使い捨ての食器（飲食に

際して使用する物品を含む。以下同じ。）の譲渡又は使用を抑制するこ

と。

４　市民は，食品取扱事業者から食品を購入し，又は食事の提供を受けるに

際して，次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

　⑴　食品取扱事業者から購入した食品又は食事として提供を受けた食品を

できる限り消費すること，自らが消費することができる分量を把握した

うえ，計画的に食品を購入し，又は食事の提供を受けること等により，

食品廃棄物等の発生の抑制を図ること。

　⑵　前項第２号の販売方法を実施している飲食店において飲料を購入する

ときは，自ら飲料の容器を持参し，できる限り飲料のみを購入するほか，

食品取扱事業者から食品を購入し，又は食事の提供を受けるときは，で

きる限り使い捨ての食器を譲り受け，又は使用しないこと。

（催事に伴って生じる廃棄物の発生抑制等）

第13条　式典，会議，展示会，講演会その他の多数の者が集合する催し（以

下「催事」という。）を主催するもの（以下「主催者」という。）は，催事

の開催に際して，次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

　⑴　催事において物品の小売が行われるときは，催事に参加し，又は参加
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しようとする者（以下「参加者」という。）に対して，マイバッグを持

参することその他のレジ袋の使用の抑制を図るための工夫を促すために

必要な事項を周知すること。

　⑵　催事において食品の小売又は食事の提供が行われるときは，再使用す

ることができる食器が使い捨ての食器に対し優先して利用されるために

必要な措置を講じること。

２　参加者は，催事への参加に際して，次に掲げる取組を行うよう努めなけ

ればならない。

　⑴　催事において物品を購入するときは，マイバッグを持参すること等に

より，できる限りレジ袋を譲り受けないこと。

　⑵　催事において食品を購入し，又は食事の提供を受けるときは，再使用

することができる食器を優先的に利用すること。

３　主催者は，再生利用可能廃棄物を回収するための容器を設置すること等

により，参加者が廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備しな

ければならない。

４　参加者は，催事において前項の環境が整備されているときは，これに応

じた方法により廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

（滞在者が排出する廃棄物の発生抑制等）

第14条　旅館業法第２条第２項に規定するホテル営業又は同条第３項に規

定する旅館営業を営む事業者（以下「旅館業者等」という。）は，滞在者

（旅館業者等がその施設に宿泊させる者に限る。次項から第４項までにお

いて同じ。）に対する使い捨ての日用品の提供又は販売を抑制するよう努

めなければならない。

２　滞在者は，宿泊する施設の利用に際して，前項の規定による旅館業者等

の取組に協力するよう努めなければならない。

３　旅館業者等は，再生利用可能廃棄物の分別を促進するため，次の各号の

いずれかの取組を行わなければならない。
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　⑴　再生利用可能廃棄物を回収するための容器を客室に設置すること等に

より，滞在者が廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備する

こと。

　⑵　滞在者が排出した廃棄物の分別を従業員が行うときは，その必要性に

ついて滞在者に告知すること等により，本市における分別に関する取組

について理解を得るために必要な事項を周知すること。

４　滞在者は，宿泊する施設において前項第１号の環境が整備されていると

きは，これに応じた方法により廃棄物を分別して排出するよう努めなけれ

ばならない。

５　本市の特産物その他の主として本市の区域内において滞在者に対して販

売される物品の小売を行う事業者は，当該物品の小売を目的とする催事を

本市の区域外において開催し，又は本市の区域外において開催される当該

催事において当該物品を小売するときは，単独で又は共同して，将来にお

いて本市を訪れる者から廃棄物の発生抑制等に関する本市の施策への協力

を得ることを旨として，本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組を

周知するよう努めなければならない。

６　滞在者は，自ら消費する目的で前項の物品を購入するときは，容器包装

が簡素な製品又は簡易な容器包装を優先的に選択するよう努めなければな

らない。

（大学における廃棄物の発生抑制等）

第15条　大学（学校教育法第１条に規定する大学をいう。以下同じ。）は，

当該大学の学生に対し，本市と連携して，再生利用可能廃棄物の分別その

他の本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組について周知するとと

もに，当該学生により当該取組が適切に実施されるために必要な啓発を行

わなければならない。

２　大学は，その構内において，当該大学の学生が再生利用可能廃棄物を分

別して排出するために必要な環境を整備するよう努めなければならない。
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（共同住宅等における廃棄物の発生抑制等）

第16条　共同住宅等（一戸建ての住宅以外の住宅（長屋を除く。）をいう。

以下同じ。）の所有者（その委託を受けて当該共同住宅等を管理する者が

ある場合にあっては，当該者）は，その居住者に対し，本市と連携して，

再生利用可能廃棄物の分別その他の本市における廃棄物の発生抑制等に関

する取組について周知するとともに，当該居住者により当該取組が適切に

実施されるために必要な啓発を行わなければならない。

２　共同住宅等を新築しようとする者（その委託を受けて新築に係る共同住

宅等を管理しようとする者がある場合にあっては，当該者）及び既存の共

同住宅等の所有者の委託を受けて当該共同住宅等を新たに管理しようとす

る者は，別に定めるところにより，前項の規定による周知の方法その他市

長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。

３　前項の規定により届出をした者は，その届け出た事項に変更があったと

きは，別に定めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。

（報告書等の作成及び提出等）

第17条　物品小売業者，飲食店業者又は旅館業者等で，その店舗その他の事

業の用に供する建築物（本市の区域内に存するものに限る。）の床面積の

合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は，毎年１回，別に定める

ところにより，次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第１号に規定す

る取組に関する計画を作成し，市長に提出しなければならない。

　⑴　第11条第１項及び第２項，第12条第１項から第３項まで，第14条第１

項及び第３項又は第15条の規定により行う取組の実施状況

　⑵　レジ袋の譲渡を辞退した購入者の割合（第11条第１項第２号又は同条

第２項第２号の規定による取組を行う場合に限る。）

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

２　加盟業者が物品小売業者，飲食店業者又は旅館業者等である場合にお

ける前項の規定の適用については，同項中「で，その店舗」とあるのは，
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「である親業者で，同一の商号，商標その他の表示を使用する全ての加盟

業者及び親業者の店舗」とする。

３　前項において「親業者」とは，物品小売業者，飲食店業者又は旅館業者

等に対し，商号，商標その他の表示を使用する権利を与え，営業について

指導，助言又は援助を行い，その者から対価を得ることを業とする者をい

い，「加盟業者」とは，物品小売業者，飲食店業者又は旅館業者等で，親

業者から，その商号，商標その他の表示を使用する権利を得て，営業につ

いて指導，助言又は援助を受け，当該親業者に対価を支払うことを内容と

する契約を締結しているものをいう。

４　市長は，前３項に定めるもののほか，廃棄物の発生抑制等を促進するた

めに必要な限度において，第10条第１項及び第２項，第11条第１項及び第

２項，第12条第１項から第３項まで，第13条第１項及び第３項，第14条第

１項，第３項及び第５項，第15条又は前条第１項の規定による取組を行う

べき者に対し，当該取組の実施状況に関し報告又は資料の提出を求めるこ

とができる。

（改善勧告及び公表）

第18条　市長は，次の各号に掲げる者が，それぞれ当該各号に掲げる規定に

違反していると認めるときは，当該者に対し，必要な措置を講じるよう勧

告することができる。

　⑴　事業者　第10条第１項，第11条第１項，第12条第１項，第14条第３項

又は前条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）

　⑵　主催者　第13条第３項

　⑶　大学　第15条第１項又は前条第１項

　⑷　共同住宅等の所有者又はその委託を受けて当該共同住宅等を管理する

者　第16条第１項

　⑸　共同住宅等を新築しようとする者又はその委託を受けて新築に係る共
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同住宅等を管理しようとする者及び既存の共同住宅等の所有者の委託を

受けて当該共同住宅等を新たに管理しようとする者　第16条第２項

　⑹　第16条第２項の規定により届出をした者　同条第３項

２　市長は，前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったと

きは，その旨を公表することができる。

（その他の措置）

第19条　市長は，第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実

施状況を把握するために必要があると認めるときは，適当と認める市民に

対し，報告を求めるものとする。

２　市長は，第17条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の規定により報告書の提出を受け，又は前項の報告を受け

たときは，毎年１回，その内容を取りまとめて，公表するものとする。

３　本市は，本市以外のものがこの節の規定による取組を行うために必要な

支援，顕彰その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

　第７条第１項中「際して，」の右に「紙又は紙製品及び」を，「古紙」の右

に「その他の紙又は紙製品が廃棄物となったもの」を加え，同条第２項及び

第３項を削り，同条を第８条とする。

　第６条中「及び市民」を「，市民及び滞在者」に，「発生の抑制及び再生

利用」を「発生抑制等」に，「廃棄物の処理に際して，」を「自ら」に，「再

生利用の促進に努めなければ」を「発生抑制等を推進するために必要な措置

を講じなければ」に改め，同条を第７条とし，第２章中同条の前に次の節名

を付する。

　　　　第１節　基本的施策

　第１章中第５条の次に次の１条を加える。

（滞在者の責務）

第６条　通勤者，通学生，観光旅行者その他の滞在者は，廃棄物の減量等に

関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。
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　別表第１中「第34条関係」を「第53条関係」に改め，同表備考１中「及

び」を削る。

　別表第２中「第35条関係」を「第54条関係」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成27年10月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日から平成28年３月31日までの間におけるこの条例に

よる改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第38条の規

定の適用については，同条中「ならない」とあるのは，「ならない。ただ

し，紙又は紙製品が一般廃棄物となったもので別に定めるものの分別につ

いては，この限りでない」とする。

提案理由

　廃棄物の発生抑制等を促進するため必要な措置を講じる等の必要があるの

で提案する。


